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悪
道
元
匹
七
は
周
知
の
如
く
水
絵
注
の
著
者
で
あ
る
。
そ
の

傅
記
と
し
て
は
魏
書
及
び
北
史
の
本
傅
が
あ
り
、
水
維
注
の
中

に
も
そ
の
経
歴
を
窺
ふ
記
事
が
あ
る
か
ら
、
此
等
を
１
　
照
し
て

そ
の
生
涯
を
叙
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　

道
元
の
先
世
と
道
元
の
幼
時

　

郵
氏
の
家
は
北
京
西
南
啄
斬
の
在
所
に
あ
っ
た
。
水
経
注

丿
十
互
馬
水
注
「
又
東
南
過
容
城
郭
・
北
」
の
條
に
ヽ

　

且
馬
水
又
東
。
節
亭
溝
水
注
之
。
水
上
承
督
冗
溝
水
于
這
郭

　

東
。
東
南
流
歴
紫
淵
東
。
余
六
世
咀
察
浪
府
君
。
自
派
之
先

　

賢
郷
。
爰
宅
共
陰
。

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
道
元
の
六
世
阻
の
時
に
派
の
先
賢
郷
か
ら

や
は
り
派
郭
境
内
の
紫
淵
の
南
に
移
っ
だ
事
を
知
る
。
一
世
三

鹿

一

一

一

十
年
と
す
る
と
六
世
の
阻
は
大
鱈
西
晋
の
末
頃
の
人
で
あ
る
。

丁
度
楽
浪
郡
も
や
が
て
痕
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
或
は
道

元
六
世
の
胆
が
最
後
の
察
浪
太
守
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
こ

の
人
が
紫
淵
の
南
に
居
を
ト
し
た
の
は
何
故
か
判
ら
ぬ
が
、
水

絵
注
に
は
前
文
に
績
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

西
帚
百
川
。
東
翼
茲
水
。
枝
流
津
通
。
纏
絡
墟
圃
。
匪
直
田

　

漁
之
賂
可
懐
。
信
篤
游
紳
之
勝
處
也
。

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
地
は
百
馬
河
と
邸
亭
溝
水
と
の
間
に
あ
っ

て
潅
漑
の
便
も
よ
く
従
っ
て
米
や
魚
も
豊
富
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ば
か
り
で
ば
な
く
景
勝
の
地
で
も
あ
っ
た
。
之
が
移
蒔
の
理
由

で
も
あ
ら
５
か
。
一
値
こ
の
近
傍
は
戦
國
時
代
か
ら
有
名
な
督

宜
渾
の
地
で
あ
っ
て
、
河
北
で
も
豊
穣
な
處
で
あ
る
。
前
浹
の

功
臣
郵
商
が
食
邑
を
こ
の
地
に
賜
は
っ
て
も
と
の
封
地
で
あ
る

河
南
の
陳
留
か
ら
此
處
に
徒
っ
た
の
が
、
こ
の
地
と
鄙
氏
と
の
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開
係
の
。
始
■
Ｗ
-
o
で
あ
右
。
恐
ら
く
道
元
も
こ
の
聊
商
の
後
裔
で

　
　

あ
ら
う
。
道
元
の
組
先
が
嘗
て
ゐ
た
先
賢
郷
と
は
何
處
か
明
ら

　
　

か
で
な
い
が
、
紫
淵
の
東
に
鄙
亭
と
い
ふ
處
が
あ
る
。
水
絵
注

　
　

に
よ
る
と
劉
備
の
故
居
椴
桑
里
で
あ
る
と
い
ふ
。
先
賢
郷
は
此
、

　
　

處
に
比
定
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
楽
浪
府
君
の
後
は
は
っ
き
り

　
　

’
せ
ぬ
が
、
道
元
の
曾
組
父
の
紹
は
後
燕
の
慕
容
賓
の
膜
陽
太
守

　
　

で
あ
っ
た
と
い
ふ
か
ら
、
普
０
南
遷
に
方
っ
て
も
、
や
は
り
こ

　
　

の
地
に
踏
止
ま
･
O
北
秋
０
主
に
仕
へ
た
の
で
あ
る
。
北
魏
の
道

　
　

武
啼
が
大
挙
し
ｔ
後
燕
を
征
討
し
た
時
、
常
山
一
一
一
匹
四
以
東
Ｏ

　
　

太
守
は
城
を
棄
て
ｘ
奔
走
し
た
り
軍
門
に
降
っ
た
り
し
た
。
鄙

　
　

紹
も
こ
の
時
に
北
魏
に
降
服
し
道
武
帝
か
ら
充
州
監
軍
を
授
け

　
　

ら
れ
た
。
今
か
ら
千
五
百
四
十
二
年
前
。
０
事
で
あ
る
。
、

　
　
　
　

そ
０
子
印
ち
道
元
の
阻
父
に
営
る
嵩
は
天
水
郡
の
太
’
守
で
あ

　
　

っ
た
。
そ
の
子
即
ち
道
元
の
父
。
の
範
は
太
武
帝
の
給
事
東
宮
で

　
　

あ
っ
た
が
、
文
武
帝
の
部
位
し
た
時
、
父
阻
の
奮
動
に
よ
っ
て

　
　

爵
を
賜
は
り
永
寧
男
ど
な
っ
た
。
太
安
元
年
に
奉
曽
郎
と
な
り

　
　

太
武
景
穆
雨
帝
の
御
主
を
太
廟
に
遷
し
た
の
で
爵
を
進
め
永
寧

　
　

子
と
な
っ
た
。
そ
０
後
、
畝
文
帝
の
皇
興
元
年
に
征
南
大
将
軍

’

　

慕
容
白
曜
０
　
司
馬
と
な
り
、
山
東
平
定
に
営
っ
Ｖ
策
を
瀧
め
Ｋ
？

Ｉ

　

所
多
く
白
曜
は
そ
の
謀
を
用
ひ
た
。
そ
こ
で
白
眼
の
推
挙
に
よ

り
夥
範
は
青
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
爵
を
進
心
て
永
察
侯
と
な
つ

た
。
青
州
の
治
所
東
陽
匹
匹

ち
今
か
ら
千
匯
百
七
十
二
年

前都山
が
陥
落
し
だ
の
が
皇
興
三
年
印

の
事
で

た
０
も
丁
度
こ
の
頃
で
あ
る
。
水
経
注

の
石
井
水
を
叙
し
た
所
に
、

　

余
生
長
東
斉
。
極
游
其
下
。

あ
る
。
雖
道
元
が
生
れ

昆
誦
汝
に
東
毀

と
あ
る
か
ら
、
父
の
範
が
青
州
刺
史
で
あ
っ
た
皇
興
三
年
頃
に

東
斉
印
ち
青
州
の
地
で
誕
生
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
後
範

は
都
の
平
城
｛
　
　
一
皿
に
還
っ
て
倚
１
　
右
丞
と
な
っ
た
が
、
ま
た

平
東
将
軍
青
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
恢
芭
陽
公
と
な
っ
た
。
道
元

が
東
斉
に
長
じ
た
と
い
ふ
の
は
こ
の
時
を
さ
す
の
で
あ
る
。
之

が
孝
文
帝
の
太
和
年
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
は
、
水
経
注
び
Ｉ

巨
洋
水
注
に
。

　

先
公
以
太
和
中
。
作
鑓
海
岱
。
余
總
角
之
年
。
侍
節
東
州
。

と
い
ふ
０
か
ら
も
知
り
う
る
。
萬
貢
に
も
海
岱
は
こ
れ
青
州
と

あ
る
か
ら
匯
岱
と
は
青
州
の
こ
と
で
あ
る
Ｉ
總
角
と
は
元
服
以

前
未
だ
算
せ
ざ
る
年
頃
印
ち
十
二
三
歳
を
さ
す
。
災
廷
麦
の
元

魏
方
鎬
年
表
に
よ
る
と
、
。
範
が
二
度
目
の
青
州
刺
史
で
あ
っ
た

り
は
太
和
三
年
か
ら
五
年
と
い
ふ
、
そ
の
根
抹
は
知
り
得
ぬ
が

皇
興
三
年
に
道
元
が
生
れ
た
と
す
れ
ば
太
和
三
年
に
は
十
一
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歳
、
五
年
に
は
十
三
歳
で
あ
る
か
ら
都
合
は
よ
い
。
太
和
五
年

に
は
陸
龍
成
な
る
人
が
青
州
刺
史
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
範
が

青
州
刺
史
と
な
っ
た
の
は
そ
の
以
前
で
あ
ら
う
。
そ
れ
以
後
な

ら
ば
道
元
は
總
角
の
年
を
過
ぎ
る
か
ら
災
氏
の
説
が
ほ
£

て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
範
が
二
度
目
の
青
州
刺
史
で
あ
っ
た
頃
、

こ
の
州
治
の
南
に
あ
る
陽
水
が
そ
れ
ま
で
流
を
幄
め
て
ゐ
た
の

が
ま
た
通
じ
た
の
で
あ
る
。
涌
水
注
に
、

　

魏
太
和
中
。
此
水
復
喝
。
軽
流
積
年
。
先
公
除
州
印
任
。
未

　

碁
是
水
復
通
。

と
い
ふ
。
そ
こ
で
海
岱
の
士
が
通
津
を
頌
し
た
が
、
そ
の
中

に
「
馬
喩
三
齢
」
と
言
っ
て
ゐ
る
か
７
’
、
太
和
初
年
に
綴
流
し

三
年
を
紺
て
四
年
に
通
津
し
た
と
す
れ
ば
、
太
和
三
年
に
範
が

赴
任
じ
一
年
を
経
な
い
四
年
の
春
夏
に
復
流
し
た
と
想
像
さ
れ

臭
氏
の
説
に
は
撞
着
を
感
じ
な
い
。
太
和
五
年
に
青
州
刺
史
を

罷
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
の
鑓
将
元
伊
利
の
上
表
が
動

機
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
尤
も
無
賓
で
は
あ
っ
た
が
Ｊ

範
が
外
賊
（
恐
ら
く
南
朝
の
斉
で
あ
ら
う
）
と
交
通
し
た
と
い
ふ

嫌
疑
で
あ
る
。
魏
１
　
高
阻
紀
に
、

　

太
和
五
年
五
月
庚
午
。
青
州
主
簿
崔
次
恩
聚
衆
謀
叛
。
州
軍

　

撃
之
。
。
衣
恩
走
郁
洲
。

と
あ
り
、
魏
１
　
崔
玄
伯
傅
に
、

　

崔
次
恩
累
政
州
主
簿
。
至
刺
史
陸
龍
成
時
謀
叛
。
聚
城
北
高

　

柳
村
。
将
攻
州
城
。
龍
成
討
斬
之
。

　
　
　
　
　
　

ゝ

と
あ
っ
て
、
互
に
相
庶
寸
る
。
山
東
の
地
は
北
魏
に
頑
強
に
抵

抗
し
た
た
め
、
平
定
後
に
は
そ
の
民
を
朔
北
に
移
し
ま
で
し
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
除
燈
未
だ
游
え
す
、
範
の
部
下
に
も
や
は

り
北
魏
の
統
治
下
に
あ
る
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
せ
ぬ
輩
が
少
く
な

か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
範
が
罷
免
せ
ら
れ
て
新
任
の
刺
史
が
来

る
や
不
逞
の
一
味
は
忽
ち
謀
叛
を
起
し
た
の
で
あ
る
。
崔
次
恩

の
逃
宣
し
た
郁
洲
と
い
ふ
の
は
江
蘇
海
州
の
雲
台
山
の
あ
る
處

で
営
時
は
陸
と
接
緬
せ
市
島
を
な
し
て
ゐ
た
・
水
経
注
ｆ
三
１
　

水
注
に
も
、

　

胸
鮨
詰
東
北
海
中
有
大
洲
・
謂
之
郁
洲
・
’
山
海
経
所
謂
郁

　

山
在
海
中
者
也
。

と
あ
る
。
南
朝
の
方
で
は
淮
北
。
の
地
を
失
っ
て
以
来
こ
ｘ
に
青

州
を
僑
置
し
て
ゐ
た
。
元
伊
利
は
そ
の
姓
か
ら
も
拓
政
族
出
身

で
あ
ら
う
か
ら
、
漢
人
の
鄙
範
は
と
か
く
猪
疑
の
眼
を
も
っ
て

監
覗
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
。
支
那
崇
昇
の
孝
文
帝
の
寛
大
な

處
置
で
刑
は
恕
さ
れ
た
が
、
と
も
か
く
こ
の
嫌
疑
で
青
州
刺
史

を
罷
め
る
こ
ぞ
に
た
り
平
城
に
還
っ
た
。
卒
し
た
時
年
六
１
　
二
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と
傅
に
明
記
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
何
時
卒
し
た
か
不
明
で
あ

　

る
。
範
に
は
五
男
あ
っ
た
が
四
男
の
道
惧
が
正
光
五
年
に
卒
し

　

て
年
三
十
八
と
い
へ
ば
、
そ
の
生
れ
た
の
は
太
和
十
一
年
で
あ

　

る
か
ら
、
そ
の
頃
は
奎
だ
在
世
で
あ
っ
た
筈
で
そ
れ
か
ら
数
年

’
内
に
卒
し
た
と
思
は
れ
る
。
五
男
の
道
約
は
武
定
七
年
に
卒
し

　

年
六
十
三
と
に
い
ふ
か
ら
＼
　
Ｉ
）
の
人
も
太
和
十
一
年
生
れ
で
あ

　

る
。
道
倣
と
雙
生
兄
で
な
け
れ
ば
、
異
母
兄
弟
と
い
ふ
こ
と
に

　

な
る
。
北
史
馴
道
元
傅
に

　
　

初
襲
爵
永
寧
侯
。
例
降
認
伯
。

　

と
あ
る
・
父
の
範
は
恨
蕩

　

襲
す
る
を
得
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
永
寧
侯
を
襲
欝
し

　

た
ｏ
で
あ
る
が
、
規
定
に
従
っ
て
降
し
て
永
寧
伯
に
な
っ
た
と

　

い
ふ
ｏ
で
あ
る
。
こ
の
例
と
は
魏
書
高
阻
紀
に

　
　

太
和
十
六
牟
正
月
乙
Ｊ
一
。
制
。
諸
遠
藤
非
太
胆
子
孫
及
異
姓

　
　

篤
王
。
皆
降
篤
公
。
公
篤
侯
。
侯
篤
伯
。

　

と
あ
る
の
に
該
営
す
る
。
従
っ
て
道
元
が
襲
爵
１
　
た
の
は
太
和

　

士
八
年
以
前
の
事
で
あ
る
。
之
か
ら
考
へ
る
と
範
が
卒
し
た
の

　

は
太
和
十
一
年
以
後
、
十
六
年
以
前
と
い
ふ
事
に
た
る
。
前
述

　

の
如
く
卒
し
た
時
、
年
六
十
二
。
謐
を
穆
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　

道
元
の
生
涯

　

郵
道
元
が
父
の
死
後
永
寧
侯
を
冊
う
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た

が
、
そ
の
任
官
は
何
時
で
あ
っ
。
た
か
。
記
録
に
見
ゆ
る
も
の
で
。

は
伺
書
主
客
郎
中
が
最
初
ご

に

　

余
以
太
和
中
篤
侮
１
　
郎
。
従
高
祖
北
巡
。

と
あ
り
、
同
じ
く
河
浦
注
に

　

余
以
太
和
十
八
年
。
従
高
祖
北
巡
。
届
于
陰
山
之
講
武
豪
。

と
あ
る
か
ら
、
道
元
が
太
和
十
八
年
に
侮
１
　
郎
で
あ
っ
た
こ
と

を
知
り
得
る
。
高
岨
孝
文
帝
が
陰
山
の
講
武
豪
に
行
幸
し
た
こ

と
は
、
魏
書
本
紀
に
も
、

　

太
和
１
　
八
年
八
月
丁
未
。
幸
伺
武
豪
。
臨
観
講
武
。

随
明
記
し
て
ゐ
る
。
孝
文
帝
は
更
に
葵
丑
に
は
懐
朔
鍋
、
己
未

に
は
武
川
鍋
、
辛
酉
に
は
撫
冥
鑓
、
甲
子
に
は
柔
玄
鑓
へ
幸
し

て
ゐ
る
。
講
武
豪
は
今
の
蒙
疆
厚
和
酒
北
方
に
営
り
、
河
水
注

に
よ
る
と
武
川
鍋
と
懐
朔
鍋
の
間
に
在
る
。
従
っ
て
そ
の
順
路

は
講
武
査
よ
り
西
し
て
・
懐
朔
鍋
へ
行
き
、
つ
い
で
腫
を
旋
し
、
て

東
の
方
武
川
鏝
。
に
赴
い
た
の
で
あ
る
が
、
河
水
注
に
は
芒
干
水

｝
％
一
と
黄
河
の
合
流
鮎
を
親
し
ぺ
這
渉
し
た
と
訃
し
ｔ
ゐ
る
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か
ら
、
懐
朔
錨
か
ら
一
且
南
下
し
て
黄
河
０
滸
ま
で
行
き
、
更

に
東
北
上
し
て
武
川
錫
に
赴
い
た
０
で
あ
ら
う
・
こ
の
北
１
　
に

際
し
秋
人
が
馬
羊
牛
な
ど
を
訟
じ
た
こ
と
。
が
海
水
注
に
見
え

る
。
更
に
浸
水
注
に
は

　

余
篤
尚
書
祠
部
。
昇
宜
都
王
穆
韻
。
同
芦
北
郊
。

と
あ
る
が
、
こ
の
穆
韻
な
る
人
は
兄
の
伏
干
の
吟
を
砲
っ
た
の

で
あ
る
。
前
掲
の
太
和
十
六
年
の
制
に
よ
れ
ば
、
異
姓
王
で
あ

る
か
ら
降
し
て
公
と
す
べ
き
に
（
賓
際
、
穆
酬
は
そ
の
後
王
よ

り
降
し
て
魏
郡
開
國
公
に
な
っ
て
ゐ
る
。
）
宜
都
王
と
あ
る
か
ら

こ
の
記
事
は
そ
れ
以
前
の
事
と
考
へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
道
元
が

こ
の
官
に
任
せ
ら
れ
た
の
は
、
父
の
逝
去
の
前
後
、
二
十
二
三

歳
０
頃
で
あ
ら
う
。

　

そ
の
後
、
太
尉
振
に
遷
っ
た
が
、
御
史
中
尉
の
李
彪
が
、
道

‐
元
０
法
を
執
る
こ
と
清
刻
な
る
を
以
て
ひ
い
て
治
書
侍
御
史
に

し
た
。
し
か
し
僕
射
０
李
沖
が
上
奏
し
て
李
彪
が
罷
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
道
元
も
そ
れ
に
連
坐
し
て
官
を
冤
ぜ
ら
れ
た
。

魏
書
李
彪
偉
に
よ
る
と
、
李
彪
０
上
奏
は
孝
文
帝
が
南
伐
し
て

懸
飢
齢
一
匹
前
に
在
る
時
０
事
で
あ
Ｉ
る
。
孝
文
帝
は
前
述
０
北
巡

の
後
、
平
城
よ
り
洛
陽
に
遷
都
し
、
年
末
に
南
伐
し
て
懸
気
に

至
り
、
翌
太
和
十
九
年
二
月
壬
戌
師
を
班
す
こ
と
を
つ
げ
、
五

月
哭
未
に
洛
陽
へ
錨
っ
て
ゐ
る
。
道
元
が
治
書
侍
御
史
を
冤
ぜ

ら
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

　

そ
の
後
五
年
間
は
任
官
し
な
か
っ
た
ら
し
い
孝
文
帝
旦
し
宣

武
帝
の
景
明
年
間
に
至
っ
て
翼
州
銀
東
府
長
史
と
な
り
、
（
北
史

守
と
な
っ
た
（
水
絵
淆
水
注
）
。
常
時
、

に
あ
り
、
頴
川
郡
治
は
長
靴
齢
］
匹
皿
に

は
魯
陽
太
守
に
た
っ
た
。
（
北
史
本
傅
及

　

魯
陽
郡
治
は
魯
陽
皿
作
四
に
あ
っ
た
。

延
昌
四
年
に
東
荊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
（
北
史
本
傅
及
び
水

経
比
水
注
）
営
吋
東
江
州
治
に
比
陽
懸
訂
卵
に
あ
っ
に
尽

　
　
　

６
　

　

道
元
が
翼
州
長
史
で
あ
っ
た
時
、
州
刺
史
の
于
勁
（
順
皇
后

　
　

心

の
父
）
は
開
中
を
征
討
し
て
ゐ
て
州
に
至
ら
す
、
道
元
が
三
年

間
そ
の
代
理
を
し
た
が
、
政
を
な
す
こ
と
敲
酷
で
吏
民
が
畏
れ

た
と
い
ふ
。
魯
陽
太
守
の
時
も
山
蜃
が
そ
の
威
名
に
伏
し
て
敢

へ
て
寇
を
な
さ
な
か
っ
た
と
い
ふ
。
し
か
し
束
荊
州
刺
史
た
る

時
、
威
猛
政
を
な
し
た
た
め
、
短
人
が
そ
の
刻
峻
を
朝
廷
に
訴

へ
だ
の
で
官
を
冤
ぜ
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
十
年
程
ぱ
ま
た
官
に
就
か
な
か
っ
た
が
、
孝
明
帝
Ｏ

正
光
五
年
河
南
尹
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
（
周
書
趙
恚
傅
）
同
年
沃
野
・

懐
朔
・
薄
骨
律
・
武
川
・
撫
冥
・
柔
玄
・
懐
荒
・
禦
夷
り
諸
銀

ぴあ’糞本
水つ州傅
経た治．゛

汝

　

゜は尋
水永信い
注平都で

芯年北今頴
晏

　

間翼の川．
吋Ｅ回太
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を
並
び
に
改
め
て
州
と
な
し
、
‐
そ
０
郡
・
邸
・
戌
０
名
を
古
Ｑ

城
邑
に
比
定
せ
し
め
ん
と
し
て
道
元
に
詔
し
て
黄
門
侍
郎
を
兼
。

ね
馳
騨
し
て
大
都
督
の
李
崇
と
共
に
置
立
裁
減
去
留
を
栃
宜
さ

せ
た
。
し
か
る
に
、
た
ま
く
諸
錨
が
叛
し
た
た
め
果
さ
す
し

て
還
っ
た
。
（
北
史
本
傅
）
懐
朔
・
武
川
等
の
諸
鎖
は
、
道
元
が

若
い
頃
孝
文
帝
に
庖
従
し
巡
歴
し
た
處
で
あ
る
が
、
そ
の
所
管

内
の
郡
・
餌
・
戌
の
名
を
古
（
恐
ら
く
洗
代
）
の
地
名
に
比
定
す
る

こ
と
を
搭
任
し
た
の
は
、
既
に
常
時
彼
が
地
理
家
と
し
て
０
馨

望
を
負
う
て
ゐ
た
た
め
で
は
な
か
ら
う
か
。
東
荊
州
刺
史
を
罷

め
て
か
ら
の
十
年
間
は
彼
が
地
理
０
學
に
潜
心
し
た
時
で
あ
っ

た
ら
う
。
水
絵
注
序
に

　

扁
以
多
暇
。
空
傾
歳
月
。
軋
注
水
絵
。
布
廣
前
文
。

と
あ
る
の
は
、
こ
の
時
の
事
を
さ
す
も
の
の
如
く
考
へ
ら
れ

る
　
０
こ
の
こ
と
は
水
経
注
に
東
荊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と

ま
で
は
記
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
後
の
任
官
が
見
え
ぬ
こ
。
と
か
ら

も
想
像
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
、
孝
昌
元
年
に
徐
州
刺
史
の
元
法
情
が
彭
城
匹
匹
匹

で
反
叛
し
た
０
で
道
元
に
詔
し
て
侍
中
を
兼
ね
Ｊ
行
豪
侮
書
パ

節
度
諸
軍
を
橋
せ
し
め
た
。
尋
い
で
御
史
中
尉
に
遷
っ
た
。
司

州
牧
汝
南
王
の
愧
を
弾
劾
し
た
た
め
に
、
悦
は
朝
廷
に
訊
し
て

道
元
を
開
右
大
使
と
し
た
ご

が
や
よ
路
れ
て
ゐ
た
の
で
、
道
元
の
来
る
は
己
を
圖
る
た
め
で

あ
ら
う
と

摩
訂

考
へ
、
行
毫
郎
中
の
郭
子
恢
を
遣
し
、
道
元
を
陰
盤

｛
に
園
ん
で
殺
し
た
の
で
あ
る
。
道
元
に
従
っ
て
ゐ

た
弟
道
某
（
道
峻
で
あ
ら
う
と
い
ふ
）
及
び
二
子
も
倶
に
害
を
被

っ
た
。
騨
亭
は
岡
０
上
に
あ
り
、
水
は
岡
の
下
の
井
戸
か
ら
汲

む
の
で
、
園
ま
れ
て
か
ら
は
岡
の
上
に
井
戸
を
十
飴
丈
も
掘
っ

た
が
水
が
出
な
か
っ
た
。
水
盛
き
力
屈
し
て
、
賊
は
帰
に
鯖
を

踪
え
て
入
り
来
９
た
。
道
元
は
目
を
震
ら
し
て
賊
を
叱
し
、
聾

を
属
し
て
死
ん
だ
と
い
ふ
。
孝
昌
三
年
冬
十
月
の
事
で
あ
る
。

皇
興
三
年
に
生
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
年
五
十
九
歳
で
あ
っ

た
譚
で
あ
る
。
蕭
賓
責
０
気
が
平
定
し
た
後
、
道
元
は
吏
部
タ

書
翼
州
刺
史
安
定
男
を
爾
ら
れ
た
。
子
の
孝
友
が
後
を
襲
っ
た

（
北
史
本
傅
）

　
　
　
　
　
　

水

　
　

経

　
　

浬

。
鄙
道
元
は
本
志
十
三
篇
、
七
聘
及
び
諸
文
１
　
撰
し
た
と
い
ふ

が
今
見
る
を
得
ぬ
。
し
か
し
水
絵
注
四
十
巷
の
存
在
は
道
元
Ｏ

名
を
永
遠
に
不
朽
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
そ
の
専
ら
撰
述
に
従
っ

た
の
は
前
述
の
如
く
延
昌
・
８
　
亀

　

正
光
の
十
年
間
に
在
っ

-57-
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た
。
そ
れ
ま
で
に
道
元
の
親
し
く
経
歴
し
た
土
地
は
、
故
郷
の

河
北
泳
螺
、
彼
の
生
長
し
た
父
の
任
地
山
東
益
都
、
営
時
０
首

都
蒙
疆
大
同
、
河
南
洛
陽
、
赴
任
し
た
外
州
、
河
北
糞
新
、
河

南
長
葛
、
魯
山
ブ

ー
帯
等
が
ま
づ
数
へ
ら
れ
る
。
そ
の
他
赴
任
の
途
次
ま
た
は
在

任
中
に
訪
游
し
た
處
も
少
く
な
い
で
あ
ら
う
。
水
結
注
に
見
え

る
心
の
を
拾
っ
て
も
若
干
は
あ
る
。
例
へ
ば
河
水
注
虎
牢
土
穴

の
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　

余
頃
因
公
至
彼
。
故
往
尋
之
。
其
穴
處
獅
存
。

と
あ
り
、
獲
水
注
酉
流
水
の
條
に

　

余
４
　
辺
蕭
邑
城
右
。
惟
是
水
北
注
復
水
。
更
無
別
水
。
疑
印

　

網
所
謂
陸
水
也
。

と
あ
り
、
泗
水
注
に

　

余
昔
因
公
事
。
活
歴
徐
沈
。
路
迢
洙
泗
Ｊ
因
令
尋
共
源
流
。

と
あ
る
。
此
等
は
河
南
よ
り
山
東
に
及
ぶ
地
方
で
あ
る
。
次
把

淮
水
地
方
で
は
、
決
水
注
に
ご

　

余
往
因
公
至
淮
津
。
舟
車
所
屈
。
次
于
決
水
。
訪
共
民
宰
。

　

具
古
名
全
注
。
脈
水
尋
経
。
方
知
決
ロ
。

と
あ
っ
て
、
俗
に
洽
ロ
と
搦
す
る
の
は
決
口
の
誤
な
る
こ
と
を
゛

親
歴
に
よ
っ
て
責
護
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
淮
南
王
劉
安

の
古
蹟
八
公
山
略
一
心
一
心
皿
に
親
し
く
登
っ
た
こ
と
は
｀
肥
水
注
に

　

余
登
其
上
。
人
馬
之
跡
無
聞
矣
。
惟
廟
像
存
焉
。

と
あ
る
に
ご
っ
て
知
り
得
る
。
更
に
夷
水
注
風
井
の
條
に
は

　

余
往
観
之
。
其
時
四
月
中
。
’
去
穴
散
丈
。
須
央
寒
瓢
卒
至
。

と
あ
っ
て
、
遠
く
江
峨
の
地
に
游
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
風
井
’

の
地
は
今
の
湖
北
宜
昌
の
南
に
常
る
。
上
述
の
土
地
を
地
圖
上

に
記
す
と
旧
道
元
０
足
跡
の
廣
い
こ
と
が
想
見
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
常
に
地
圖
地
志
と
參
照
し
資
際
の
踏
査
に
よ
っ
て

批
判
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
汝
水
注
に

　

、
余
以
永
９
　
中
。
蒙
除
魯
陽
太
守
。
會
上
豪
下
。
列
山
川
圖
。

　

以
方
志
參
差
。
遂
令
尋
共
源
流
。

と
い
ふ
は
、
終
始
彼
の
持
し
た
態
度
で
あ
っ
禿
ら
う
。
法
斟
執

っ
て
は
清
刻
で
あ
ヽ
り
、
政
を
篤
し
て
は
敲
酷
で
あ
り
、
蔽
猛
の

柄
が
あ
っ
た
そ
の
態
度
は
、
そ
の
地
理
學
に
も
反
映
し
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

　

會
上
豪
下
に
山
川
圖
を
列
し
た
と
い
ふ
が
、
営
時
の
地
圖
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
ヽ
勺
勿
論
不
明
で
は
あ
る
が
官

府
に
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
め
は
そ
の
正
確
さ
は
と
も
か
く
、
相

常
に
詳
細
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
道
元
の
時
代
よ
り
二
百
年

程
遡
る
が
、
西
督
の
時
の
天
下
大
周
た
る
も
の
は
織
八
十
疋
を
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用
ひ
て
作
っ
た
。
そ
こ
で
か
の
裴
秀
は
そ
の
披
覧
に
不
便
な
た

め
裁
減
し
て
方
丈
圏
と
し
た
と
い
ふ
。
（
本
誌
三
春
五
胱
、
拙

稿
裴
秀
萬
貢
地
域
圏
の
ス
。
ケ
’
ル
に
っ
い
こ
方
跨
圓
は
織
一

疋
で
間
に
合
ふ
。
こ
の
方
丈
圖
の
縮
尺
が
約
百
八
十
萬
分
一
で

あ
る
か
ら
、
天
下
大
圏
は
約
二
１
　
萬
分
一
の
ス
ケ
ー
ル
と
い
ふ

謬
に
な
る
。
之
は
所
１
　
時
代
の
事
で
は
あ
る
が
、
恐
ら
く
北
魏

の
時
も
官
府
に
は
か
ｘ
2
1
　
入
下
大
圏
が
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
た
と
想

像
さ
れ
る
。
道
元
も
そ
の
水
絵
注
撰
述
に
富
っ
て
、
恐
ら
く
か

か
る
大
圖
を
參
照
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
宮
崎
市
定
氏
は
か
つ

て
そ
れ
が
切
圏
に
な
っ
’
て
ゐ
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
た
。
前
述
の

山
川
圏
と
思
防
合
し
て
興
味
深
い
想
定
で
あ
る
。
（
史
學
雑
誌

四
五
巻
七
貌
、
水
経
注
二
題
）

　

次
に
鄙
道
元
が
醐
使
し
た
文
献
で
あ
る
が
、
私
の
調
べ
た
所

で
は
、
水
絵
注
に
引
用
さ
れ
た
も
の
は
四
百
十
五
種
に
及
ぶ
。

そ
の
中
、
分
類
上
史
部
地
理
１
　
に
湯
す
る
も
の
が
九
十
二
種
で

あ
る
。
北
史
０
本
傅
に
は
道
元
學
を
好
み
奇
書
を
歴
覧
し
て
水

経
注
を
撰
し
た
と
い
っ
て
ゐ
る
か
ら
常
時
に
在
っ
て
も
こ
れ
ら

の
書
物
の
’
中
に
は
珍
奇
な
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
従

っ
て
現
在
侠
亡
し
て
み
る
を
え
な
い
胤
の
が
少
く
な
い
。
か
ｘ

る
多
く
の
快
書
を
包
蔵
し
て
ゐ
る
こ
-
Ｕ
-
>
Ｓ
>
、
水
草
注
の
珍
重
さ

れ
る
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

　

以
上
道
元
の
足
跡
の
及
ぶ
所
を
考
へ
、
官
府
の
詳
細
た
る
地

理
圖
を
利
用
し
た
こ
と
を
想
像
し
ヽ
、
博
く
文
献
を
渉
蔵
　
１
　
た
こ

と
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。
之
だ
け
の
用
意
を
み
て
も
、
そ
Ｏ

成
書
の
凡
庸
で
な
い
ご
と
は
ま
づ
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
彼
の
地
理
學
を
最
も
特
色
づ
け
る
の
は
そ
の
構
造
で
あ

る
、
従
来
０
地
理
書
と
い
へ
ば
殆
ん
ど
政
治
地
志
で
声
っ
た
。

漢
書
地
理
志
よ
り
清
一
統
志
に
至
る
ま
で
皆
然
り
で
あ
る
。
行

政
嘔
劃
に
従
っ
て
郡
覇
の
建
置
沿
革
、
そ
の
疆
域
内
の
山
川
土

産
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
北
魏
の
時
に
も
大
魏
諸
州
記

な
る
地
理
書
が
あ
っ
た
。
水
経
注
に
引
用
す
る
魏
土
地
記
が
そ

れ
で
あ
る
が
、
や
は
り
政
治
地
志
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
゛
對
し
て

道
元
の
書
は
水
道
を
記
し
た
水
経
を
骨
駱
と
し
、
地
理
的
知
識

を
縦
横
に
駆
使
し
七
そ
の
注
を
撰
し
た
の
で
あ
る
。
水
経
は
後

漢
乃
至
三
國
頃
の
著
述
で
あ
る
が
、
そ
の
書
自
身
と
し
て
は
大

し
た
價
値
０
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
道
元
。
の
注
が
た
か
っ
た
な

ら
ば
、
恐
ら
く
今
に
傅
へ
ら
れ
す
に
了
っ
た
で
あ
ら
う
、
内
容

か
ら
い
っ
て
も
注
は
経
の
数
十
倍
の
分
量
を
も
っ
て
ゐ
る
。
か

Ｘ
る
『
水
経
』
を
媒
介
忙
し
て
地
理
的
知
識
を
組
織
化
し
た
所

に
道
元
の
着
眼
の
新
鮮
さ
が
感
ぜ
ら
れ
、
そ
の
優
れ
た
知
性
が
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窺
は
れ
る
。
委
曲
を
婁
せ
る
叙
事
、
典
雅
な
文
章
も
、
こ
０
地

理
書
の
構
造
０
た
め
に
一
勝
輝
き
を
み
せ
て
ゐ
る
。

　

道
元
嗜
情
理
粂
備
へ
、
清
濁
併
呑
む
底
の
人
で
は
な
か
っ

た
。
ど
こ
ま
で
も
理
の
人
で
あ
り
、
清
の
人
で
あ
っ
た
。
魏
書

は
彼
の
傅
を
酷
吏
傅
に
列
し
て
ゐ
る
。
旋
史
と
ま
で
搦
せ
ら
れ

る
魏
書
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
を
酷
吏
と
評
す
る
こ

と
は
不
富
で
は
あ
ら
う
が
、
執
法
清
列
、
篤
政
厳
猛
で
あ
っ
た

こ
と
は
事
賓
で
あ
ら
う
。
こ
の
純
清
な
理
知
的
な
性
格
は
彼
の

官
吏
生
活
を
決
し
て
幸
箱
に
は
し
な
か
っ
た
。
終
に
そ
れ
が
禰

し
て
陰
盤
騨
に
於
て
凄
惨
な
臨
終
を
遂
げ
た
０
｀
’
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
地
理
學
に
於
て
は
こ
の
清
理
０
性
格
が
見
事
に
結
賓
し

て
狽
立
不
祠
の
存
在
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

參

　

考

　

文

　

献

　

趙
一
清
、
北
史
本
憚
稀
（
水
経
注
祥
巻
首
）

　

山
丁
、
脚
學
考
叙
目
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
三
本
三

　

『
分
』

　

趙
貞
信
、
鰯
道
元
之
生
卒
年
考
（
扁
貢
牛
月
刊
三
周
年
記
念
競
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
昭
和
十
六
年
二
月
二
十
五
日
稿
）

　

とくが帝つとさでそと代知

　

闘・

　

思の多廟すこもをゐのだ!）つ京老
，つでくがか呼しる表と.認で都爺
て萩秋あ忘んて０門頷如ゐの
ゐのにるれでゐ四通づ堂る’東
る寺はのす二ゐるつｂくの人山

　

゜と美だがるもとの人こはの
すこもじ東゜のも北はと多換
し.いいこ北そだ丁に少だく皐
かは花の院のか度四くとあ寺
雍れが寺と中ら同つないる

　

｀
州る庭はいの俗じ程いへまと
府と一境ふ何に位寺だばいい
志こ面内寺番四のがら何｀つ

でろににに目軒大並うのそて
あだ呪萩闘だ寺きんｏこのも

々い見らけ記らすこしつをののつ
とがし私すこ事し一かすこ蹟開木すこ
あ

　

｀すこはもはい棟し闘ん係像と
･つ柱こまの必もの現係だをあ思

　

すこにとだfこやの建にはこ隨りふ

　

表かがそ尨開も物寺事と分とが

　

札ゝなのひ帝ながに賞が長し｀

　

かつぃ東なにいあはああくて東

　

らfこの北い開かつ関つる脆｀北

　

み煤で院ｏ白らて羽すご明こ院

　

てぐ何の賞逍｀他のの恐しのに

　

｀ろと閥は長雍に像でらて寺開

　

きいも帝残を州道をあくぁと白

　

つ闘い像念こ府長まらさつ道道

　

と帝へをなぢ志のつううすこ長長

　

あ云な秤がつの像つぃのと公

　

つ家はふしとす二て

　

がく老の
゛て本なとか

　

｀まrχ1支あと爺恐

　　

こ元い｀叙御

　　

那る十で,い

　　

んでか何を堂くさでとーあ顔

　　

なあ

　

゜とお開珍｀はの月らを

　　

こるこな見自ら親あこのうし

　

・と山のくせとしyんといとて

　　

を西間苦になくれなでつ思黒

　　

思解老笑なりもてにあとつぃ

　　

参州爺をらす京ゐ何つかすこ奮

　　

出の廟禁なま都る處す二に゜を

‾し開のじいしに閥に゜‾寺垂
Ｕこ帝抑得の年末選で

　

慶ｏら
比ｏ廟々なかにら

　

も

　

御人し
言

　

へのいと一れ劈あ

　

開にすこ

　　

行本で思度る力:つ

　

帳き開
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